
令和７年度 北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議 
 

認知症施策推進に関する会議 
 

 

日時：令和７年１２月２５日（木）１９：００～２０：３０ 

会場：北九州市役所 ３階  大集会室           

 

 

 

次 第 
 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 議事及び報告事業 

 

 （１）「北九州市しあわせ長寿プラン」の進捗状況について  資料１ ｐ11 

 

 （２）認知症月間について                資料２ ｐ25 

 

 （３）テクノケア北九州について             資料３ 配布 

 

 （４）新たな終活支援事業について            資料４ ｐ29 

 

 

３ その他 

 

 

 

４ 閉会 
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認知症施策推進に関する会議 構成員名簿

任期：令和５年４月１日～令和８年３月３１日

所    属 氏 名 備考 

公益社団法人北九州市歯科医師会 理事  石田 力大  

一般社団法人福岡県精神保健福祉士協会 会長 今村 浩司 代表 

福岡県弁護士会北九州部会 岡 直幸 欠席 

公益社団法人福岡県介護福祉士会 

理事（北九州市支部長） 
甲斐 健吾 交代 

公益社団法人福岡県看護協会 8 地区支部長 寒川 たえ子  

市民構成員（公募） 椹木 春菜 欠席 

公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会 会長 曽我 満美 
交代 

欠席 

西日本新聞社 北九州本社 代表 曽山 茂志 交代 

公益社団法人北九州市医師会 理事 髙砂 禎一  

公益社団法人北九州市医師会 専務理事 長森 健 副代表 

ＮＰＯ法人老いを支える北九州家族の会  

専任理事 
野村 尚子  

認知症・草の根ネットワーク 副代表 野村 美代子  

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会  

地域支援課担当課長 
藤永 恭子  

北九州商工会議所 事務局長 堀田 靖治  

北九州市民生委員児童委員協議会 理事 前田 純惠  

公益社団法人北九州市薬剤師会 副会長 安田 和義  

（５０音順 敬称略）
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市幹部職員出席者名簿 

 
【保健福祉局】

所属 氏名 

地域共生社会推進部長 田中 直子 

地域共生社会推進部 地域福祉推進課 地域支援担当課長 津崎 香理 

地域共生社会推進部 認知症支援・介護予防課長 仲山 智恵 

長寿推進部 長寿社会対策課長 德永 晶子 

長寿推進部 介護保険課長 齋藤 渉

保健所 地域リハビリテーション推進課長 宮永 敬市
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北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議開催要綱 

 

（目的） 

第１条 北九州市高齢者施策の計画の推進及び次期北九州市高齢者施策の計画

の策定・推進にあたり有識者や市民で構成する「北九州市高齢者支援と介護の

質の向上推進会議（以下「推進会議」という。）」を開催し、構成員相互の意見

や情報の交換を通して幅広く意見を聞き、高齢者の支援と介護の質の向上を

図る。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、第１条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事

項について意見交換し、助言を行う。 

(1) 高齢者の活躍推進、社会貢献・地域活動に関すること 

(2) 介護予防・生活支援に関すること 

(3) 認知症対策に関すること 

(4) 権利擁護に関すること 

(5) 地域包括支援センター運営協議会（地域包括支援センターの設置・運営

等）に関すること 

(6) 在宅生活の支援に関すること 

(7) 介護保険に関すること 

(8) 地域密着型サービス運営委員会（地域密着型サービスの運営等）に関す

ること 

(9) 在宅医療と介護の連携推進に関すること 

(10) 在宅医療提供体制に関すること  

(11) その他市民や事業者の参画など高齢者施策の推進に関する必要事項につ 

いて意見交換し、助言を行う必要があると認められるもの 

 

（構成員） 

第３条 構成員は、次の各号に掲げるもののうちから、保健福祉局長が選任する。 

(1) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は被保険者 

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関連する事業者及び職能団体等 

(3) 地域における保健・医療・福祉関係者 

(4) 学識経験者 

(5) その他保健福祉局長が適当と認めた者 

 

（任期） 

第４条 構成員の任期は就任日より令和８年３月３１日までとする。 

２ 構成員が欠けた場合は、補欠の構成員を置くことができる。この補欠の構成

参考-1 
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員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（座長及び副座長） 

第５条 推進会議に座長及び副座長１人を置く。 

２ 座長、副座長は、保健福祉局長が選任する。 

３ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理

する。 

 

（会議） 

第６条 保健福祉局長は、第２条に定める事項に関する意見や情報を聴取し助

言を得るため、当該事項ごとに構成員を招集し、構成員の意見を踏まえ会議を

開催し運営する。 

２ 保健福祉局長は会議の運営に必要と認めるときは、構成員以外の者に会議

への参加を求めることができる。 

３ 推進会議は、第１項に基づき招集された会議において、第２条に掲げる事項

ごとに意見交換し、助言を行う。 

４ 第２項により会議に参加する者は、第３項に定める意見交換および助言に

参画する。 

５ 第１項に定める会議は、原則公開とする。ただし、次に掲げる場合は、当該

会議の決定により非公開とする。 

(1) 不開示情報（北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条例第４２号）

第７条）に該当する事項について、意見交換等を行う場合 

(2) その他非公開とすることに相当する理由がある場合 

 

（会議録等の公開） 

第７条 公開の会議については、その会議録を作成し、次の事項を記載するもの

とする。 

(1) 会議名 

(2) 議題 

(3) 開催日時 

(4) 開催場所 

(5) 出席した者の氏名 

(6) 議事の概要 

(7) 会議経過（発言の内容） 

(8) その他必要な事項 

(9) 問い合わせ先 

 

２ 非公開の会議については、前項に準じてその会議要旨を作成する。ただし、

会議要旨には非公開の理由を記載するものとする。なお、前項第５号の出席し

た者の氏名については、出席した者の人数、前項第７号の会議経過については、
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発言の概要にかえることができるものとする。 

 

（推進会議の庶務） 

第８条 推進会議及び第６条に基づき招集される会議の庶務は、保健福祉局に

おいて処理する。 

 

 （その他） 

第９条 ここに定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議の運営について 

 

（要綱第６条関係） 

第１条 要綱第６条に基づく会議は、別表の区分により行う。 

２ 前項に定める会議は、別表の区分ごとに、各会議の構成員の互選により選任

された代表と副代表を置く。但し、別表の区分６の代表は要綱第５条に定める

座長が、副代表は要綱第５条に定める副座長が務める。 

３ 第１項に定める会議は、要綱第１条に定める「北九州市高齢者支援と介護の

質の向上推進会議」の開催期間において継続開催を認める。 

４ 前項に基づき要綱第１条に定める会議を継続開催する場合、その構成員に

ついても継続召集できる。この場合、第２項により選任された代表及び副代表

も継続して務める。 

５ 要綱第６条第２項により参加を求められた者は、別表に定める区分および

意見聴取等を行う項目に従い、該当する会議に参画する。 

（要綱第８条関係） 

第２条 要綱第８条に定める庶務は、保健福祉局長寿社会対策課、同認知症支

援・介護予防課、同地域福祉推進課、及び同介護保険課において処理する。 

 

 

別表 

区分 意見聴取等を行う項目 庶務担当 

１ 介護

予防・

活躍推

進に関

する会

議 

要綱第２条第１号、第２号および第１１号に関す

ること 

【具体的項目】 

(1) 高齢者の活躍推進に関すること 

(2) 高齢者による社会貢献・地域活動の支援に

関すること 

(3) 介護予防事業等の推進に関すること 

(4) 介護予防・生活支援サービス事業に関する

こと 

(5) 一般介護予防事業に関すること 

(6) その他、当会議で処理する必要があると認

められるもの 

認知症支援・ 

介護予防課 

２ 認知

症施策

推進に

関する

会議 

要綱第２条第３号および第１１号に関すること 

【具体的項目】 

(1) 総合的な認知症対策の推進に関すること 

(2) その他、当会議で処理する必要があると認

められるもの 

認知症支援・ 

介護予防課 
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３ 地域

包括支

援に関

する会

議 

要綱第２条第４号、第５号、第６号、第９号、第

１０号および第１１号に関すること 

【具体的項目】 

(1) 地域包括支援センター運営協議会に関す

ること 

(2) 指定介護予防支援に関すること（指定介

護予防支援事業者の指定・拒否に関する

こと） 

(3) 介護保険以外の在宅支援に関すること

（他の会議に属することを除く） 

(4) 介護予防・生活支援サービス事業に関す

ること 

(5) 高齢者の虐待防止や権利擁護の推進に関

すること 

(6) 高齢者介護にかかる苦情・相談に関する

こと（他の会議に属することを除く） 

(7) 在宅医療・介護連携推進事業の運営に関

すること 

(8) 在宅医療提供体制に関すること 

(9) その他、当会議で処理する必要があると

認められるもの 

地域福祉 

推進課 

４ 介護

保険に

関する

会議 

要綱第２条第６号、第７号および第１１号に関す

ること 

【具体的項目】 

(1) 介護保険事業計画に関すること 

(2) 地域密着型サービス運営委員会に関する

こと（他の会議に属することを除く） 

(3) 介護サービスの質の確保に関すること 

(4) 高齢者の住まいに関すること 

(5) その他、当会議で処理する必要があると 

認められるもの 

介護保険課 
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５ 地域

密着型

サービ

スに関

する会

議 

要綱第２条第８号および第１１号に関すること 

【具体的項目】 

(1) 地域密着型サービス運営委員会に関する

こと（地域密着型サービスの指定・拒否に

関すること） 

(2) 介護保険にかかる施設整備に関すること 

(3) その他、当会議で処理する必要があると認

められるもの 

介護保険課 

６ １か

ら５に

係る調

整会議 

要綱第２条に関することで、１～５に掲げる会議

間で調整が必要な項目に関すること 

長寿社会 

対策課 
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北九州市しあわせ長寿プランの目標・施策の方向性と担当分野別会議

【ビジョン】  高齢者が健康で生涯現役を目指し、自分らしく安心して、 
人生 100 年時代を幸福に暮らすことができるまち 
 

目標 施策の方向性 

メインで 

議論する 

分野別 

会議名 

１ 

目指そう 

活力ある 

１００年 

～健康長寿～ 

1 
人や社会とつながりを続け、 

役割をもって活躍できる機会の創出 介護予防・ 

活躍推進に 

関する会議 
2 生涯を通じた健康づくり・介護予防 

２ 

人情息づく 

支えあいのまち 

～地域共生社会～ 

1 
人のつながりが幸せや安心を生む 

支えあいの地域づくり 

地域包括 

支援に 

関する会議 

2 

認知症にやさしいまちづくり 

（北九州市認知症施策推進計画 

（北九州市オレンジプラン）） 

認知症 

施策推進に

関する会議 

3 
尊厳のある自分らしい暮らし 

を守る権利擁護の推進 
（北九州市成年後見制度利用促進計画を含む） 

地域包括 

支援に 

関する会議 

4 介護者（ケアラー）のサポート 

地域包括 

支援に関す

る会議 

認知症 

施策推進に

関する会議 

３ 

選べる自由が 

感じられる 

多彩なケア 

～安全・安心・ 

自己決定～ 

1 不安を安心へ 
地域包括 

支援に 

関する会議 

2 
介護サービス等の提供体制の充実 

及び介護保険制度の安定した運営 

介護保険に 

関する会議 

3 
安全・安心に暮らし続けられる 

環境づくり 

全分野別 

会議 

 

参考-2 
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